
様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 戸籍簿（除籍簿、改製原戸籍含む）

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 国民の身分関係を公示する公文書のため。

 

記録項目

整理番号、本籍又は国籍、戸籍編成年月日、除籍年月日、

改製年月日、筆頭者氏名、戸籍法（昭和 22 年法律第

224 号）第 13 条第 1 項各号に規定する事項

 
記録範囲 阿南市に本籍を有する者及び本籍を有していた者

 記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 相続税法第 58条の規定による通知書

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 相続税法（昭和 25 年法律第 73号）第 58条によるため。

 

記録項目

整理番号、氏名、本籍又は国籍、住所、生年月日又は年

齢、性別、相続開始の年月日、死亡場所、被相続人の世

帯の主な仕事、届出人の氏名、住所、生年月日、被相続

人との続柄等

 
記録範囲 死亡者及び死亡届出人

 記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 戸籍簿見出帳（除籍、改製原戸籍含む）

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 国民の身分関係を公示する公文書の検索のため。

 
記録項目

整理番号、氏名、本籍又は国籍、編製年月日、除籍年月

日、改製年月日

 
記録範囲 阿南市に本籍を有する者及び本籍を有していた者

 
記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 戸籍受附帳

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 身分行為の届書の受付記録のため。

 

記録項目

整理番号、氏名、氏名の振り仮名、本籍又は国籍、住所、

生年月日又は年齢、戸籍法施行規則（昭和 22 年司法省

令第 94 号）第 21 条第 1項各号に規定する事項

 
記録範囲 届出事件本人及び届出人

 記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 

 

 個人情報ファイルの名称 人口動態名簿

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 公衆衛生や人口動向の基礎資料とするため。

 

記録項目

整理番号、氏名、本籍又は国籍、住所、生年月日又は年

齢、性別、届書受付年月日、出生の場所、死亡したとこ

ろの種別等

 
記録範囲 出生、死亡、婚姻、離婚、死産に関する届出のあった者

 記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 住民票（住民基本台帳）

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳の作成のため。

 

記録項目

個人番号、整理番号、氏名、氏名の振り仮名、本籍又は

国籍、住所、生年月日又は年齢、性別、世帯主、世帯主

との続柄、住定日住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81

号）第 7 条第 9項から第 14項まで及び第 30 条の 45に

規定する事項

 
記録範囲 阿南市に住所を有する者及び住所を有していた者

 記録情報の収集方法 本人、法定代理人

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 

 個人情報ファイルの名称 戸籍の附票（附票の除票含む）

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的 住所に関する記録の公証のため。

 
記録項目

整理番号、氏名、氏名の振り仮名、本籍又は国籍、住所、

住定日、筆頭者氏名、在外選挙人名簿登録市町村名

 
記録範囲 阿南市に本籍を有する者及び本籍を有していた者

 
記録情報の収集方法 本人、法定代理人

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考



様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルの名称 印鑑登録原票

 実施機関の名称 市長

 個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部　市民生活課　戸籍住民係

 
個人情報ファイルの利用目的

15 歳以上の者につき、１人１個の印鑑の登録を受ける

ため。

 
記録項目

整理番号、氏名、住所、生年月日又は年齢、性別、住民

コード、登録年月日

 
記録範囲 阿南市民で印鑑登録をしている者

 
記録情報の収集方法 本人

 要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む　　☑含まない

 
記録情報の経常的提供先

 
開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名　称)市民部市民生活課

 (所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2 項第 1号 

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2 項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

　　　　□有　☑無

 記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む　　☑含まない

 
備　　　考


